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熊本県手数料条例の一部を改正する条例について（教育委員会所管分） 

 学校人事課 

１ 改正の必要性 

 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の施行に伴い、熊本県

手数料条例の一部を改正する必要がある。 

 

２ 改正の内容 

 教育職員免許法の一部改正に伴い、施行日（令和４年７月１日）以降、教員免許更新制が

解消されることとなった。このため、熊本県手数料条例における教員免許状の更新等に係る

手数料の廃止等を行うもの。 

 

３ 改正内容の詳細 

（１）手数料の廃止 

 教員免許状の有効期間の更新に係る手数料の廃止（3,300円） 
 教員免許状の有効期間の延長等に係る手数料の廃止（1,700円） 
 教員免許状更新講習免除手数料の廃止（3,300円） 

（２）その他 

 教育職員免許法の条項ずれに伴う規定の整理 
 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置が今後政令で定められる可能性を考慮し、
必要な経過措置を規則で定める経過措置を規定。 

 

４ 条例の施行期日 

 令和４年７月１日 

 

（参考） 

 

 【改正前】教員免許更新制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】教員免許更新制の発展的解消について 

 中央教育審議会で、必要な教師数の確保とその資質能力の確保が両立できるよう抜本

的な検討が行われ、令和３年８月２３日に中央教育審議会の特別部会から「発展的に解

消する」との審議まとめ案が提示され、令和４年５月１１日に免許法の一部を改正する

法律が通常国会で可決されたことにより、教員免許更新制が解消されることとなった。 

令和４年６月１５日（水） 
熊本県議会教育警察常任委員会 

報告資料 

教員免許法に基づき平成２１年４月１日

に施行された制度。 

 教員免許状に１０年間の有効期限を付

し、１０年ごとに３０時間以上の免許状更

新講習を受講させ、最新の知識技能の保持

を図るもの。 

 更新講習を受講・修了後、免許管理者（県

教委）修了確認申請を行う必要がある。 
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熊本県読書バリアフリー推進計画（案）の策定について 

                         社会教育課 
 

１ 計画策定の趣旨 

   令和元年６月に施行された「読書バリアフリー法※１」、同法第７条に基づき令

和２年７月に策定・公表された国の「読書バリアフリー基本計画」を踏まえ、「障

がいの有無に関わらず、誰もが読書に親しむことができる『くまもと』を目指し、

今回新たに策定する。 
※１：視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（いわゆる読書バリアフリー法） 

 
２ 概要 

（１）計画の位置づけ 
読書バリアフリー法第８条第１項に基づく、都道府県の視覚障がい者等の読書

環境の整備推進計画 
（２）計画の期間 
   令和４年度～令和７年度 
（３）計画の対象者 
   視覚障がい、読字に困難がある発達障がい、寝たきりや上肢に障がいがある等

の理由により読書に困難を伴う身体障がいのある人、読書や図書館の利用に困難

を伴う知的障がいのある人 
（４）計画の概要 
   別添「熊本県バリアフリー推進計画の概要（案）」のとおり 
 

３ 策定の経過及び今後のスケジュール 

 〇令和３年１１月～令和４年３月まで 
熊本県読書バリアフリー推進計画策定協議会※２３回開催、計画案了承 

  ※２：学識経験者、市図書館長、障がい者団体会長等により構成し、活発な御意見をいただ

いた。 
 〇令和４年５月１１日～６月９日（１か月間） 
パブリックコメントの実施 
〇令和４年６月１５日 
教育警察常任委員会報告 

 〇令和４年６月中旬 
第４回熊本県読書バリアフリー推進計画策定協議会開催 

 〇令和４年６月末 
 計画策定・公表  

令和４年６月15日（水） 
熊本県議会教育警察常任委員会 

報告資料 
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１ 計画の策定趣旨 

障がいの有無に関わらず、全ての県民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受

けることができる社会の実現を目指し、「熊本県読書バリアフリー推進計画」を策定しま

す。 

２ 計画の位置づけ 

・読書バリアフリー法第８条第１項に基づく、都道府県の視覚障がい者等の読書環境の

整備推進計画であり、県における障がい者等の読書バリアフリー環境整備に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため策定します。なお、関連する他の計画等にお

ける基本理念や方針と連携、整合を図るものとします。 

３ 計画の対象者 

視覚障がい、読字に困難がある発達障がい、寝たきりや上肢に障がいがある等の理由に

より読書に困難を伴う身体障がいのある人、読書や図書館の利用に困難を伴う知的障がい

のある人（以下「障がい者等」という。）を対象とします。 

４ 計画の期間 

令和４年度（２０２２年度）から令和７年度（２０２５年度）までの４年間。 
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１ 障がい者等の読書に係る現状 

 （１）国の状況 

  「マラケシュ条約」の採択を契機として、視覚障がい者等の読書環境の整備の推進

に関する動きが加速化し、国において、令和元年に「読書バリアフリー法」が施行さ

れ、令和２年には「読書バリアフリー基本計画」が策定されました。 

 （２）本県の状況 

  これまで、県においては、障がい者等の読書環境の整備に関連して、主に以下の取

組を実施しています。 

  ・図書館における障がい者等向けのサービス 

・点字図書館の設置（昭和45年～） 

・点字図書等の製作に携わるボランティア人材の養成 他 

２ 本県における障がい者等の読書環境の課題 

 

 

 

 

 

 

【参考】 障がい者等が利用しやすい書籍等について 

 ○点字図書・拡大図書、ＬＬブック、触る絵本・布絵本等 
＜障がい者等が利用しやすい書籍（読書バリアフリー法第２条第２項）＞ 
○音声読上げ対応の電子書籍、音声デイジー等のデイジー図書等 
＜障がい者等が利用しやすい書籍（読書バリアフリー法第２条第３項）＞ 

 （※）本計画における上記の書籍等の総称。 

◆ 国の法律・計画 

・読書バリアフリー法（令和元年6月施行） 

・読書バリアフリー基本計画（令和2年7月策定・公表） 

◆ 熊本県の主な関連計画等 

・第４次熊本県子供の読書活動推進計画（～令和5年度） 

 ・第６期熊本県障がい者計画（～令和6年度） 

 ・障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（平成23年） 

熊本県読書バリアフリー推進計画（令和4年度～） 

第２章 障がい者等の読書に係る現状と課題等（P3～） 

・ アクセシブルな書籍等の充実や製作人材の養成、確保 

・ 障がい者等が利用しやすい読書環境の整備や読書活動の支援等 

（障がい者等の読書活動をサポートする人材の養成等を含む） 

・ 普及啓発、関係機関等の連携体制の促進 等 

第１章 計画策定にあたって（P2〜） 
１ 基本理念と目指す姿 

障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、「障がいの有無 

にかかわらず、誰もが（全ての県民が）読書に親しむことができるくまもと」の実現を目 

指します。 

 

 

 

２ 基本方針 

基本理念及び目指す姿の実現に向け、以下の３つの施策の方向性を定め、計画を推進します。 

○【充実させる】アクセシブルな書籍等の充実等 

○【サポートする】読書環境の整備等 

○【ひろげる・つなげる】普及啓発と連携体制の促進 

〈目指す姿〉障がいの有無にかかわらず、誰もが読書に親しむことができる『くまもと』 

熊本県読書バリアフリー推進計画の概要（案） 

第４章 施策の方向性（P7～） 

障がい者等のニーズ等に対応した、アクセシブルな書籍等の充実を図ります。また、アク

セシブルな書籍等の製作支援に向けた取組の推進や製作人材の養成・確保に努めます。 【充実させる】 

アクセシブルな書籍等 

の充実等 

【サポートする】 

読書環境の整備等 

【ひろげる・つなげる】 

普及啓発と連携体制 

の促進 

障がい者等が利用しやすいサービス等の提供を推進するとともに、障がい者等がアクセシ

ブルな書籍等を円滑に利用できるよう、サポートを行います。また、個々の障がいに応じた、

読書に親しむための機会の提供に努めます。 

 

 

障がい者等に対し、図書館サービス等の周知を図るとともに、「障がいの有無にかかわら

ず、誰もが読書に親しむことができる『くまもと』」の実現に向け、県民への普及啓発を行

います。また、市町村や図書館関係者、障がい福祉関係者等のネットワークを構築し、連携

体制の促進に努めます。 

 

（１）図書館等の円滑な利用の促進 

（２）障がい者等の読書活動に関わる人材の養成等 

（１）障がい者等向けのサービスの周知、県民への普及啓発 

（２）関係機関の連携体制の促進等 

障がい者等の

読書環境の 

整 備 を 推 進 

（１）推進体制 

 本計画に基づき、市町村関係部局や関係団体等と連携・協働し、障がい者等の読書環境を整備する施策を推進します。 

（２）進捗状況の把握 

計画の推進にあたっては、定期的に施策の進捗状況を把握し、継続的な改善を図るとともに、障がい者等の読書環境の整備の推進に関わる

新たな取組が必要となった場合等には、適宜計画の見直しを行います。また、引き続き障がい者等及び障がい者等の団体やその他関係団体等

のニーズ等の把握に努め、それらを踏まえた、より具体的な施策や目標等の検討を行っていきます。 

＜計画推進イメージ図＞ 

障がい者等の読書環境 

の整備の推進 

ひろげる・つなげる 充実させる サポートする 

第３章 基本理念と基本方針（P6～） 

（１）アクセシブルな書籍等の充実 

（２）アクセシブルな書籍等の製作支援、製作人材の確保 

第５章 計画の推進に向けて（P11～） 

人 材 育 成 

アクセシブルな

書籍等 

（※） 


